
 第 １ 号 議 案  

 

 

 

 

 平 成 ２ ８ 年 度  

 

 

 

 

 

  亀 岡 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年度亀岡市一般会計補正予算（第２号） 

 

平成２８年度亀岡市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

５３２，３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ３１，５０９，１００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

平成２８年９月５日提出 

 

亀岡市長 桂 川 孝 裕 



第１ 補

０ １６，４００ ２２４

正

，３７０

(

４ 市たばこ税 ５２４

2

，３５７ ８，４６４ ５

)

３２，８２１

１

分担金及び負担

　

１３ ５３７，９９９ １

歳

，８３６ ５３９，８３

　

５
金

入

１ 分担金

表

１，８４５ １，８３６ ３，６８１

１５ 国庫支出金 ４，６９６，７７４ ５４，７８７ ４，７５１，５６１

２ 国庫補助金 １，０８１，７７７ ５４，７８

款

７ １，１３６，５６４

項

１６ 府

　

補

支出金 ２，５７２，３

正

６８ ２９，７８６ ２，

前

６０２，１５４

の

２ 府補助金 ９

額

９９，２９８ ２３，９

補

１１ １，０２３，２０

　

９

３ 府

正

委託金 １９２，４７４

　

５，８７５ １９８，３

額

４９

１

歳

計

８ 寄附金 １００，８０

千

０ １００ １００，９０

円

０

１ 寄

千

附金 １００，８００ １

円

００ １００，９００

千

１９ 繰入

円

金 ４２６，９４０ １２，６００ ４３９，５４０

２ 基金繰入金 ３７５，３５

入

６ ２，６００ ３７７，９５６

３ 財産区繰入金 ６，８２１ １０，０００ １６

１

，８２１

市

２０ 繰越金 ７０，２

税

７７ ３３２，１２３ ４

９

０２，４００

，

１ 繰越金 ７０，

６

２７７ ３３２，１２３

歳

１

４０２，４００

３

２１ 諸収入 ２

，

３９，２９０ ２１，４

１

０４ ２６０，６９４

３

６ 雑入 １

７

９５，３１６ ２１，４

２

０４ ２１６，７２０

４

２２ 市債

，

２，５４９，８００ ５

８

４，８００ ２，６０４

出

６

，６００

４

１ 市債 ２，５４９，

９

８００ ５４，８００ ２

，

，６０４，６００

６

歳　　入　

３

　合　　計 ３０，９７

８

６，８００ ５３２，３

，

００ ３１，５０９，１

０

００

０

予

１

３ 軽

算

自動車税 ２０７，９７



(3

２，７７８，５８０

２ 徴税費 ３８８，８０９ ２，６２１ ３９１，４３０

３ 民生費 １２，３０２，７４２

款

５６，７５３ １２，３

項

５９，４９５

補

１ 社会福祉費 ６

正

，２４３，２００ ４２

)

前

，０５４ ６，２８５，

の

２５４

額

２ 児童福祉費 ４，６０

補

５，８２２ １４，６９

　

９ ４，６２０，５２１

正

４ 衛生

　

費 ２，３１９，９４１

額

４，３８０ ２，３２４

計

，３２１

千

２ 清掃費 １，２７３

２

円

，９０３ ４，３８０ １

千

，２７８，２８３

円

６ 農林水産

千

業費 １，０８６，３０

円

６ ３１，２８８ １，１１７，５９４

２ 農地費 １７５，０５０ ２６，７００ ２０１，７５０

３ 林業費 ７１

　

，６４５ ４，５８８ ７６，２３３

２

７ 商工費 ３３４，

総

０７０ １６，６５７ ３

務

５０，７２７

費

１ 商工費 ３３４

３

，０７０ １６，６５７

，

３５０，７２７

４

８ 土木費 ３，

８

２４２，７０６ ８６，

歳

９

９７８ ３，３２９，６

，

８４

２

６

道路橋梁費 ９１３，３

６

２７ ３８，３２０ ９５

４

１，６４７

２

３ 河川費 ４６，７

８

７２ １０，３８３ ５７

７

，１５５

，

４ 都市計画費 ２，０

０

７９，３７６ ２５，５

　

８

００ ２，１０４，８７

７

６

５ 住

３

宅費 １６３，９３３ １

，

２，７７５ １７６，７

７

０８

９

７

消防費 １，１８８，７

６

６４ １１，３１８ １，

，

２００，０８２

７

１ 消防費 １，

５

１８８，７６４ １１，

出

１

３１８ １，２００，０８２

１０ 教育費 ２，４７８，６６３ ３７，８３９ ２，５１６，５０２

２ 小学校費 ８２２，５５６ ２０，０００ ８４２，５５６

１

３ 中学

総

校費 ３６２，７５９ ８

務

，０００ ３７０，７５

管

９

５ 社

理

会教育費 ７３６，９６

費

３ ２，７００ ７３９，

２

６６３

(4)

，

款 項 補正前

４

の額 補　正　額 計

千円

９

千円 千円

４

６ 保健体育費 ６２，

，

６０４ ７，１３９ ６９

１

，７４３

１ 歳　　出　　合　　４ 計 ３０，９７６，８０２ ０ ５３２，３００ ３１８ ，５０９，１００４，４６６



第２表 債務負担行為補正 

 

追 加 

 

事  項 期  間 限 度 額 

脱 水 汚 泥 等 運 搬 

・ 処 分 業 務 委 託 経 費 

平成 28 年度から 

平成 29 年度まで 

千円 

 

１７，４００ 

 



第３表 地方債補正 
 

変 更 

 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 

児童福祉施設整備事業 

千円    千円    

48,300 
 ５％ 

以内 

 
59,400  

 

５％ 

以内 

 
 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

土 地 改 良 事 業 
3,200 
〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

23,200 
〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

道 路 橋 梁 整 備 事 業 
344,700 
〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

354,900 
〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

河 川 整 備 事 業 
13,100 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

15,800 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

都 市 計 画 事 業 
510,000 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

520,800 
〃 

 
〃 

 
〃 

 
〃 

計 2,549,800    2,604,600    

 


